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改正後 改正前 

第１条～第１４条 （略） 

 （前金払） 

第１５条 （略） 

２～６ （略） 

７ 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったとき

は、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をす

る日までの期間について、その日数に応じ、年３．０パ－セント

の割合（年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、３６

５日当たりの割合とする。）で計算した額の遅延利息の支払いを

請求することができる。 

８ 第２２条、第２３条又は第２８条第３項の規定によりこの契約

が解除された場合において、この条の規定による前払金があった

ときは、受注者は当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から

返還の日までの日数に応じ年３．０パーセントの割合（年当たり

の率は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合

とする。）で計算した額の利息を付した額を、第２１条、第２５

条又は第２６条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を

発注者に返還しなければならない。 

第１６条～第２１条（略） 

（発注者の催告による解除権） 

第２２条（略） 

第１条～第１４条 （略） 

 （前金払） 

第１５条 （略） 

２～６ （略） 

７ 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったと

きは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還を

する日までの期間について、その日数に応じ、年２．５パ－セン

トの割合（年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、３

６５日当たりの割合とする。）で計算した額の遅延利息の支払い

を請求することができる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

第１６条～第２１条（略） 

（発注者の催告による解除権） 

第２２条（略） 
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２ 削除 

 

 

 

 

 

第２３条～第２７条（略） 

（発注者の損害賠償請求等） 

第２８条 （略） 

２～４（略） 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の

請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控

除した額につき、遅延日数に応じ、年３．０パーセントの割合

（年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当

たりの割合とする。）で計算した額とする。ただし、違約金の総

額が１００円に満たないときは、これを徴収しない。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２８条の２（略） 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わない

ときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日ま

での日数に応じ、年３．０パーセントの割合（年当たりの率は、

２ 前項又は第２８条第３項の規定によりこの契約が解除された場

合において、第１５条の規定による前払金があったときは、受注

者は当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日まで

の日数に応じ年２．５パーセントの割合（年当たりの率は、閏年

の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。）で

計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。 

第２３条～第２７条（略） 

（発注者の損害賠償請求等） 

第２８条 （略） 

２～４（略） 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の

請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控

除した額につき、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合

（年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当

たりの割合とする。）で計算した額とする。ただし、違約金の総

額が１００円に満たないときは、これを徴収しない。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２８条の２（略） 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わない

ときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日ま

での日数に応じ、年２．５パーセントの割合（年当たりの率は、
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閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とす

る。）で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならな

い。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第２９条 （略） 

２ 第１３条第２項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合

においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年

３．０パーセントの割合（年当たりの率は、閏年の日を含む期間

についても、３６５日当たりの割合とする。）で計算した額の遅

延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延

利息の総額が１００円に満たないときは、発注者は、これを支払

うことを要しないものとし、その額に１００円に満たない端数が

あるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

第３０条～第３５条（略） 

閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とす

る。）で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならな

い。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第２９条 （略） 

２ 第１３条第２項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合

においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年

２．５パーセントの割合（年当たりの率は、閏年の日を含む期間

についても、３６５日当たりの割合とする。）で計算した額の遅

延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延

利息の総額が１００円に満たないときは、発注者は、これを支払

うことを要しないものとし、その額に１００円に満たない端数が

あるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

第３０条～第３５条（略） 

 


